
 奈良県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例をここに公布する。 

  令和７年２月２１日 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

奈良県広域水道企業団条例第７号 

   奈良県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法

」という。）の規定に基づき、奈良県広域水道企業団（以下「企業団」とい

う。）が経営する水道事業及び水道用水供給事業の設置並びにその経営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （事業の設置） 

第２条 企業団に水道事業及び水道用水供給事業（以下「水道事業等」という。

）を設置する。 

 （経営の基本） 

第３条 水道事業等は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を

増進するように運営されなければならない。 

２ 水道事業の給水区域、給水人口及び１日最大給水量は、別表第１のとおり

とする。 

３ 水道用水供給事業の給水対象及び１日最大給水量は、別表第２のとおりと

する。 

 （組織） 

第４条 法第１４条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させる

ため、事務局を置く。 

 （利益の処分） 

第５条 法第３２条第１項の規定により欠損金を埋め、なお利益（次条の規定

により資本金に組み入れなければならない金額を除く。次項において同じ。

）に残額があるときは、企業債の償還に充てるために当該残額の２０分の１

を下らない金額（企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除

した額が当該残額の２０分の１に満たないときは、その額）を企業債の額に

達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。 

２ 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、

議会の議決を経て、当該残額の全部又は一部を利益の処分として特定の目的

のために積み立てることができる。 

 （資本金への組入れ） 

第６条 減債積立金を使用して企業債（地方公営企業の建設又は改良に要する



資金に充てたものに限る。）を償還した場合においては、その使用した減債

積立金の額に相当する金額を当該年度の未処分利益剰余金から資本金に組み

入れなければならない。 

２ 前条第２項の規定により利益の処分として特定の目的のために積み立てた

積立金を使用して、地方公営企業の建設又は改良を行った場合及び法第１７

条の２第１項又は法第１８条の２第１項の規定により長期の貸付け（地方公

営企業の建設又は改良に要する資金に充てたものに限る。）を受けた金額を

償還した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を当該年

度の未処分利益剰余金から資本金に組み入れなければならない。 

 （欠損の処理） 

第７条 法第３２条の２の規定により欠損金を埋め、なお欠損金に残額がある

ときは、欠損金を埋めるための積立金をもって埋めるものとする。 

２ 前項の規定により欠損金を埋めるための積立金をもって欠損金を埋めても、

なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、

第５条第１項又は第２項に規定する積立金をもって埋め、なお欠損金に残額

があるときは、資本剰余金をもって埋めることができる。 

 （重要な資産の取得及び処分） 

第８条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない水道事業

等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てする売

払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額）が７，０００

万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場合

を除き、土地については１件２万平方メートル以上のものに係るものに限る。

）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第９条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２の８第８項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の

賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償

責任に係る賠償額が１００万円以上である場合とする。 

 （議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

第１０条 水道事業等の業務に関し法第４０条第２項に規定する条例で定める

ものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が

７，０００万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の

決定で当該決定に係る金額が３００万円以上のものとする。 

 （業務状況説明書類の作成等） 

第１１条 企業長は、水道事業等に関し、法第４０条の２第１項の規定により、



毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状況を説明する書類を１１

月３０日までに、１０月１日から３月３１日までの業務の状況を説明する書

類を５月３１日までに作成し、これを公表しなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するととも

に、１１月３０日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、

５月３１日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概

要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 

 (1) 事業の概況 

 (2) 経理の状況 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため

企業長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに同項の業

務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合は、企業長は、

できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。 

 （布設工事監督者を配置する工事） 

第１２条 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１２条第１項（同法第３１

条において準用する場合を含む。）に規定する条例で定める水道の布設工事

は、同法第３条第８項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる工事とする。 

 (1) １日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事 

 (2) ちんでん池、濾
ろ

過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大

規模の改造に係る工事 

 （布設工事監督者の資格） 

第１３条 水道法第１２条第２項（同法第３１条において準用する場合を含む。

）に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。 

 (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。

以下同じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学におい

て土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、３年以上水道、

工業用水道、下水道、道路又は河川（以下この項において「水道等」とい

う。）に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（１年６月以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

 (2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若し

くは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、４年以上

水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（２年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 



 (3) 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程（以下「

専門職大学前期課程」という。）を含む。）若しくは高等専門学校又は旧

専門学校令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校（次号において「

短期大学等」という。）において土木科又はこれに相当する課程を修めて

卒業した後（専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号において

同じ。）、５年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者（２年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に

限る。） 

 (4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。） 

 (5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭

和１８年勅令第３６号）による中等学校（次号において「高等学校等」と

いう。）において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、７

年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年６月

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

 (6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。） 

 (7) １０年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者（５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

に限る。） 

 (8) 第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科に

おいて１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又

は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了し

た後、第１号の卒業者にあっては２年以上、第２号の卒業者にあっては３

年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（第１号の

卒業者にあっては１年以上、第２号の卒業者にあっては１年６月以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

 (9) 外国の学校において、第１号から第６号までに規定する課程に相当する

課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以

上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者（それぞれ当該各号に規定



する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。） 

 (10)技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次

試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用

水道を選択したものに限る。）であって、１年以上水道等に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者（６月以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者に限る。） 

 (11)建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第１項及び第２

項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、

３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（１年６

月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

 （水道技術管理者の資格） 

第１４条 水道法第１９条第３項（同法第３１条において準用する場合を含む。

）に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。 

 (1) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科若し

くは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（専門職大学前

期課程にあっては、修了した後）、同条第１号に規定する学校を卒業した

者については３年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者（専門職

大学前期課程にあっては、修了した者）については５年以上、同条第５号

に規定する学校を卒業した者については７年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

 (2) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において工学、理学、農

学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及び

土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）を修めて卒業した後（専門

職大学前期課程にあっては、修了した後）、同条第１号に規定する学校を

卒業した者については４年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者

（専門職大学前期課程にあっては、修了した者）については６年以上、同

条第５号に規定する学校を卒業した者については８年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

 (3) １０年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 (4) 前条第１号、第３号及び第５号に規定する学校において、工学、理学、

農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程

を修めて卒業した後（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）、同

条第１号に規定する学校の卒業者については５年以上、同条第３号に規定

する学校の卒業者（専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同



じ。）については７年以上、同条第５号に規定する学校の卒業者について

は９年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 (5) 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程又は前号に

規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校におい

て修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごと

に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

 (6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する

講習の課程を修了した者 

 (7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合

格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。

）であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

 (8) 建設業法施行令第３７条第１項及び第２項の規定による土木施工管理に

係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （利益の処分に関する特例） 

２ 第５条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に構成団体（奈良県広

域水道企業団規約（令和６年１１月１日総行市第１３０号）第２条に規定す

る構成団体をいう。以下同じ。）において生じ企業団に承継した利益の処分

については、当該構成団体における法第３２条第２項の規定による利益の処

分に関する条例の規定の例による。 

 （奈良県広域水道企業団事務局設置条例の廃止） 

３ 奈良県広域水道企業団事務局設置条例（令和６年１１月条例第４号）は、

廃止する。 



別表第１（第３条関係） 

給水区域 給水人口 １日最大給水量 

大和高田市、大和郡山市、天理市、

橿原市、桜井市、五條市、御所市、

生駒市、香芝市、宇陀市、平群町、

三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、

三宅町、田原本町、高取町、明日香

村、上牧町、王寺町、広陵町、河合

町、吉野町、大淀町及び下市町の区

域のうち、水道法第６条第１項又は

第１０条第１項に規定する国土交通

大臣の認可を受けた区域 

８８９，９６５人 ３５５，６０９

立方メートル 

 備考 この表の規定にかかわらず、企業長は、公益上必要があると認めると

きは、同表の給水区域外へ分水することができるものとする。 

別表第２（第３条関係） 

給水対象 １日最大給水量 

奈良市 １９，７０３立方メートル 

城市 ８，７０７立方メートル 
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